
確認済証等交付証明書を取得したい方へ 

盛岡市で建築確認や完了検査の処理が行われた物件について、確認済証（確認通知書※）および

検査済証の交付がなされていることの証明書を「確認済証等交付証明申請書」により取得すること

ができます。（※1999 年（平成 11 年）以前の物件の確認済証は、確認通知書という名称で交付しています） 

一般的に台帳記載事項証明書と呼ばれる証明書に該当します。 

 

１ 申請できる人 

 

どなたでも申請することができます。 

※申請書の受付時に申請者の本人確認を行う場合があります 

 

２ 証明書の発行ができない場合があります。 

①  該当物件が「民間確認検査機関」で処理を行ったものである場合 

②  証明を求める物件が特定できない場合 

③  手続きの記録が存在しない場合 

詳細については、申請書提出前にあらかじめご相談ください。 

 

３ 事前にご準備いただきたい事項 

① 建築年度 

② 建築年当時の建築主名、用途、構造、階数、床面積 等 

③ 建築場所の地名地番（もしくは住宅地図などの案内図） 

 

４ 申請（郵送による場合は７をご確認ください。） 

① 申請先部署：都市整備部建築指導課 

〒020-8532 盛岡市津志田 14-37-2 盛岡市役所都南分庁舎 2 階 
電話番号： 019-601-3182（審査係直通） 

② 提出部数：確認済証等交付証明申請書１部（６の添付書類を含む） 

③ 申請から交付までの期間：申請受付日から 1～2 日後 

申請内容について確認したいことがある場合、こちらから電話連絡を行うことがありま

すので、申請書に日中連絡の取れる電話番号を記入してください。 

 

５ 手数料（次の手数料分の盛岡市収入証紙を申請書に貼り付けてください。） 

①  確認済証（確認通知書）を交付したことの証明：1 件 450 円 

②  検査済証を交付したことの証明：1 件 450 円 

「確認済証等交付証明申請書」の様式は 

盛岡市ホームページ検索タブで「確認済証等交付証明書」又は広報 ID タブで

「1015404」で検索いただき、様式をダウンロードすることができます。 

市収入

証紙 

確認申請や完了検査の手続きを「民間確認検査機関」で行っている場合の証明について

は、手続きを行った各機関にお問い合わせください。 



６ 添付書類 

 建築確認等台帳に記載されている建築場所の地名地番が、旧町名等のため

場所を特定できない場合、閉鎖謄本を添付していただく場合があります。 

 

７ 郵送請求の注意点 

①  申請書の記載内容や提出書類、手数料はあらかじめ建築指導課に確認の

うえ、ご郵送ください。（記載内容に誤りがある場合や添付書類、手数料が

不足している場合は受理できない場合があります。） 

②  必ず手数料分の「盛岡市収入証紙」を申請書の手数料欄に貼り付けて送付

してください。 

③  交付された証明書について、郵送による受け取りをご希望の際は、切手を

貼り付けた返信用封筒等を同封してください。 

 

８ その他 

申請書の対象物件の記入は、「建築計画概要書」の内容を転記してください。 

 

建築計画概要書は建築指導課の窓口で、どなたでも閲覧、写しを取ることができます。閲覧

は無料ですが、写しの取得にあたっては、複写機による写し（日本工業規格 A3以下の大きさ

のもので白黒で複写したものに限る。）1 面につき 10 円の実費を負担していただきます。た

だし、1970 年（昭和 45 年）以前の物件については概要書制度がなかったため、対応できま

せん。概要書の有無については建築指導課にお問い合わせください。 

遠方により窓口まで来られない方は、行政文書開示請求により郵送で建築計画概要書の写しを

取得できます。（手続きに約 2～３週間程度かかります。） 

『建築計画概要書』とは、 

建築工事に先立ってその計画の建築基準法等への適合について確認する手続き（確認申請）の際に提出していただく

書類です。 この書類には、建築主・設計者・工事施工者等の住所・名前や、敷地の場所、建築物の規模・構造・用途・

配置図といった建築計画の概要が記載されています。 

行政文書開示請求の手続き方法 

盛岡市ホームページ検索タブで「情報公開制度 請求の方法と決定の通知」又は広報 IDタブで「1011579」で検索

いただき、内容をご確認のうえ総務課情報公開室にお問い合わせください。 

 

総務課情報公開室：〒020-8530 盛岡市内丸 12-2 盛岡市役所本館 6 階 

電話番号：019-626-7513 ファクス番号：019-622-6211 

盛岡市収入証紙の購入場所および遠方から購入する方法 

盛岡市ホームページ検索タブで「盛岡市収入証紙」又は広報 ID タブで「1000443」で検索い

ただき、内容をご確認のうえ会計課にお問い合わせください。 

 

会計課：〒020-8530 盛岡市内丸 12-2 盛岡市役所本館 2 階 

電話番号：019-626-7502  



確認済証等交付証明書の諸手続の手順 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 事前確認 

建築確認申請は盛岡市で手続きされた
ものですか？（建築指導課で確認できます。） 

No 手続した民間確認検査機関にお問い
合わせください。（盛岡市では証明書
を交付できません。） 

確認済証(確認通知）、検査済証が交付さ
れていますか？（建築指導課で確認できます。） 

交付されていない事項の証明書は交
付できません。 

YES 

No 

３ 申請書の受理 

申 請 者 

 
２ 申請書作成（１部） 
確認済証等交付証明申請書 

＋ 

添付図書（必要な場合） 

①  建築場所の地名地番が旧町名等のため場所を特定

できない場合：閉鎖謄本を添付 

②  郵送による受け取りを希望する場合：切手を貼り

付けた返信用封筒等 

 

手数料（盛岡市収入証紙） 

①  確認済証（確認通知書）を交付したことの証明 

：1 件 450 円 

②  検査済証を交付したことの証明 

：1 件 450 円 

建築指導課 

 
申請書提出 

証明書交付連絡 ４ 課内決裁 ５ 証明書受け取り 

お問い合わせ先 
都市整備部建築指導課 
〒020-8532 盛岡市津志田 14-37-2 盛岡市役所都南分庁舎 2 階 

TEL： 019-601-3182（審査係直通） 
Mail：kentikusido@city.morioka.iwate.jp 

処理期間 1～2 日間 

YES 


